
昭和52年8月12日

圃

京都生コンクリート協同組合

・発起人代表慧議等諾幸殿

住　　所

法人名　や種彊
軸的、即しミ

ニ藤代表取締役・ 圃
京都生コンクリート協・間組台

京都生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し・次の出資を引

ユ・出資引受口数　軸I柏資エロの金額は金工0万円)

金　巨暑¥万円

2・当社の資本金額及び従業員数は,次のとおりです。

(1)資本ゐ総額
ノ乙dみQの杉　田

(2)常時使用する徒業員数　　"　人

(3)業　踵　生コンクリート製造業、
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圃

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社坂井商店

代表取締役坂井利　幸殿

住　　所

京雑草法人名′ ’:講轟

代表取締役

昭・和52年8月12日

京都生コンクリート協同組合

設立同意書及び出資引受蕾

京都生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し・次の出資牽引

1・出資引受口数i箆口′(出資1口の金額は金工0万円)

金　とヨ一万円　-

2・当社の資本金額及び従業員数は,次のとおりです。

(1)資本の総額　　　　　舌約万円

(2)常時使用する従業員数　　　ケ人

(3)業　踵　　生コンクリート製造業

)
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京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社　坂井商店

代表取締役　坂　井　利,幸　殿

住　　所　′京都府向日市籍冠井

法　人　名
繭寺部室コンク

代表取締役　卑滞尊敬

昭和52年8月1乞日

⑩

京都生コンクリート協同組合

設立同意書及び出資引受書

京都生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し,次の出資を引

1・出資引受口数　留I口(醸1口の金額は金工。万円)
▲　　　一一i

金　工三つ!方円

2・当社の資本金額及び従業員数は,次のとお。です。

’ (1)資本の総額　　　　　j幼毎年　円

(2)常時使用する徒業員数　　　4各　人

(3)業　踵　　生コンクリート製造業



㊨I・

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社　坂井商店

、代表取締役　坂　井　利　幸　殿

昭和52年8月12日

住　所　　繭鱗敬譲細轍試射、拗馳

法人名　歌鰹コ汐リート概説

幸　二代表輔役　　久男好男

京都生コンクリー

き受けます。

1・出資引受口数

京都生コンクリート協同組合　　　　′

設立同意書及び出資引受膏

卜協同組合設立の趣旨に賛同し・次の出資を引

!とうロー(出資1口の金額は金10万円)

金　一工三三ヨI万円

2-当社の資本金額及び従業員数は′次のとお。です。

(l)資本の総額　　　　　多佃幼　円

(2)常時使用する徒業員数　　　3予　人

(3〉業　種　　生コンクリート製造業



昭和52年8月12日

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社　坂井商店

代表取締役　坂　井　刺し幸　殿

住・　所開講産衣道中畦町5丁齢7蘭担

法　人　名

代表取締役_

株式会社

鯵㊨) ②′)

京都生コンク.リート協同組合

設立同意書及び出資引受書

京都生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し,次の出資を引

.き受けます。

1・出軸受口数　と∃/口(出資エロの金額は金す0期)

金[三ヨ車間

2・当社の資本金額及び従業員数は,次のとおりです。

(1)資本の総額

産で幼〆帥　甲
(2)常時使用する従業員数　　　ヴ　人

(3)業・踵　　生コンクリート製造業

6一



昭和52年8月12日

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社坂井商店

代表取締役坂井利幸殿

住　所京都奇山科区勧修寺南北抑18番地

法人名近畿生

代表取締役 舷②㊥

京都生コンクリート協同組合

設立同意書及び出資引受蕾

京都生コンクリート協同組合設立の輔に賛同し′次の出資を引

l・輯引受口数　西I口(蝦エロの金額は金工0万円)

2・当社の資本金額及び従業員数は,次のとお。です。

(1)資本の総額　　　　有海砂方　円

(2)常時使用する従業員数　　J/人

(3)業　踵　　生コンクリート製造業
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昭和52年8月12日

⑰

㊥㊨)

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会華坂井商店

代表取締役坂井利幸殿

法人警護灘
代表取締役

京都生コンクリート協同組合

京都生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し・次の出資を引

工●出資引受口数　土中(蝦工盲の鏑は金1。万円,

金　と≡串間

2・当社の資本金額及び従業員数は・次のとお。です。

(1)資本の総額
/ぺ〆クる　円

(2)常時使用する従業員数　　隼人

(3)業　密　生コンクリート製造業



昭和52年8月12日

I㊨-

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社　坂井商店

代表取締役　坂　井　利　幸　殿

住　ネ荻

法　人　名

代表取締役

欝線
-㊨′

京都生コーンクリート協同組合　一/

設立同意竃及び出資引受蕾

京都生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し,次の出資を引

き受けます。

1・出資引受口数)四一日(蹟i口の金額は金10万円)

金七三ゴ方円

2・当社の資本金額及び従業員数は,次のとお。です。

(1〉資本の総額　　　　　3a・卿の　円

(2)常時使用する従業員数　　　フク　人

(3)業　踵　　生コンクリート製造業



昭和52年8月12日

⑳

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社坂井商店

代表取締役　坂　井　利　幸　殿

奄美住　所棲方布地卓抜4丁剛0番3号

斬控当年緬宇治的畝離間摘翻仇
法　人　名

代表取締役

雷でユー棟式金槌

壷孫
京都生コンクリート協同組合

設立同意書及び出資引受曹i

京都生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し・次の出資を引

1・出資脚数　のトロ(出資1口の尋金工0万円)

金　工三重上万円

2・当社の資本金額及び従業員数は′次のとおりです。

(l)資本の総額　　　　　　〆切ククク千円

(2)常時使用する従業員数　　　/h人

(3)業　踵　　生コンクリート製造業



’②

昭和52年8月12日

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社　坂井商店

代表取締役　坂　井　利　幸　殿

法人名’器量糀欝
代表取締役　　　手塩喜連

京都生コンクリート協同組合

設立同意書及び出資引受曹　/

京都生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し,)次の出資を引

1・出資引受口数　′図日(畢1口の金額は金工0万円)

金i事≡ヨ万円

2・当社の資本金額及び従業員数は,次のとおりです。

(1)資本の総額　　　　　考綱の　円

(2)常時使用する億業員数′　　　　ユタ　人

(3)業　　踵　　　生コンクリート製造業



昭和52年8月12日

㊨)

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社　坂井商店

代表取締役　坂/罪　刑∴宰　殿

住　　所

法人名　灰勃岡田レミコン楠総社

代表取締役　山蝦宏‾ ④

嗣脚下嫡町筋梯

京都生コンクリート協同組合

設立同意書及び出資引受聾

京都生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し,次の出資を引

き受けます。

1・出資引受口数　の!口(出資1口の金額は金工0万円)

金管ヨ/万円

2・当社の資本金額及び従業員数は,次のとおりです。

(1)資本の総額・　　　　ノ多少百　円

(2)常時使用する従業員数　　　　aケ　人

(3)業　　踵　　　生コンクリート製造業
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;⑦

昭和52年8月12日

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社　坂井商店

代表取締役　坂　井　利　幸　殿

住’　所

法人　名請い府綴喜邦人船町大字八幡、l)断庫塙地の牛

代表取締役平井肇詳同(あも

京都生コンク′リート協同組合

設立同意書及び出資引受蕾

京都生コンクリート協同組合設立の趣、旨に賛同し,次の出資を引

き受けます。

1・出資引受口数:函口(出資1口の金額は金10万円)

金「[三重宮田

2・当社の資本金額及び従業員数は,次のとおりです。

(1)資本の総額　　　　　　.∠∽棚　田

(2)常時使用する従業員数　　　　乃→　人

(3)薬　　理　　　生コンクリート製造業



昭和52年8月12日

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社　坂井商店

代表取締役　坂　井　利　幸　殿

、住　所　噺市左京至静下市凍町707醜

代表取締役　嘩遇孟和　㊨

京都生コンクリート協同組合

設立同意書及び出資引受書

京都生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し,次の出資を引

き受けます。

1・出資引受口数　援引口(出資1口の金額は金10方円)

金‾三才方円

2・当社の資本金額及び従業員数は,次のとおりです。

(l)資本の総額　　　　　　　/勿百　円

(2)常時使用する偉業員数　　　/各　人

(3)業　　種　　生コンクリート製造業



′㊨鋤

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社　坂井商店

代表取締役　坂　井　利　幸　殿

住　　　所

法　人　名

代表取締役

昭和52年8月12日

京都府宇治青五与圧西田5 0番地

株式会社宇治川生コン

擬西尾隆弘

’京都生コンクリート協同組合

殺立同意書及び出資引受曹

京都生コンクリでト協同組合設立の趣旨に賛同し,次の出資を引

き受けます。

1・出資引受口数　音の口(出資1口の金額は金10万円)

金　音〔≡ヨ方円

2・当社の資本金額及び従業員数は,次のとおりです;

(1)資本の総額　　　　　　　/のろ　円

(2)常時使用する従業員数　　　　/各　人

(3)業　　踵　　　生コンクリート製造業



㊨j

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社　坂井商店

代表取締役　坂　井　利　幸　殿

住　所　繭鱒

法人名　職難

代表端役　　●欄

昭和52年8月12日

l

京都生コンクリート協同組合

設立同意書及び出資引受書

京都生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し,次の出資を引

き受けます。

1・出資引受口数　西口(出資1口の金額は金10万円)

金一占う‾I万円

2　当社の資本金額及び従業員数は,次のとおりです。

(1)資本の総額　　　　　　J毎d竣クの　円

(2)常時使用する従業員数　　　金手　　人

(3)業　　種　　　生コンクリート製造業



㊨囲

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社　坂井商店

代表取締役　坂　井　利　幸　殿

法人名′　南都甫西京
株式会社

代表取締役i積開帝

昭和52年8月12日

京都生コンクリート協同組合

設立同意書及び出資引受蕾

京都生コンクリート協同組合設立の趣旨に貸間し,次の出資を引

き受けます。

1・出資引受口数　　のi口(出資1口の金額は金10万円)

金　置言う万円

2・当社の資本金額及び従業員数は,次のとおりです。

(1)資本の総額　　　　　　　　　5l青め方　円

(2)常時使用する従業員数　　　　ヶ予　人

(3)業　　種　一　　生コンクリート製造業



昭和52年8月12日

②

京都生コンクリート協同組合

発起人代表　株式会社　坂井商店

代表取締役　坂　井　利　幸　殿

京都生コンクリート協同組合

設立同意書及び出資引受蕾

京都生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し,次の出資を引

き受けます。

1・出資引受口数　　巨ゴロ(出資1ロの金額は金工0万円)

金【三三ヨ万円

2・当社の資本金額及び従業員数は,次のとおりです。

(1)資本の総額　　　　　存グ郷　国

(2)常時使用する従業員数　　　控一　　人

(3)業　　種　　　生コンクリート製造業



㊨②㊨②㊨
創　立総会　議事録

開催公告の期日

開　催　の　日　時

開　催　の　場　所

設立同患者数

出　席　者　教

京都生コンクリ-ト協同組合

昭和52年8月　3日/

昭和5・2年8月19日午後3時30分/

京都市下京区鳥丸通七案下ル

京都タワーホテル/

17名/

1 7名毎人出ら/

議長選　任　の　経過

定刻に至り,司会者亡二二三三三ヨは開会を宜し,本日の創立総会は定足数をもっ

て成立する旨を告げ議長の選出方法を諮。たところ,満場一致をもって亡≡ヨ

日詰長に選任せられ続いて発起人代表から設立経過報告ののち議案の密議に

入った。

議事の経過の要領及び議案別の譲決の結果

等1号醸定醐定の件/

議長は,原案を巨三つiに朗兢させ,その内客を各章ことに説明ののち,こ

れを議場に諮ったところ,満場一致をもって原案どおり可決決定した。

弟2号韻購金の牢び醒徴収方法の件ノ

欝長は原案として教育情報賦課金を組合貝l名月嶺3・ 0 ・0 0円「根強’課金を

同じく月7-0 0 0円とし,毎月始までにその月分を組合事務所へ納入する旨を

誇ったところ満場一致をもって原案どおり可決決定した。



㊨㊨㊨㊨㊨
第3号議案初年度及び次年度の事業計画並び麟鞍寄算宙決定の件/

議長は原案を三三∃に鵬させ・糊ののち・これを議場に諮ったところ

満場一致をもって原案どおり可決決定した。

弟4擢案規細定の件/
脇

議長は・共同販売規約原案を朗読しこれを議書に縫ったところ満場一致をも

って可決決定した。

窯業驚薬師咽を百
第6号議案　一組合貝に対する貸付金(手形割引を含む)の最高限度決定の倖

議長は原案として,最高限度額を40 0万円といたしたい旨を誇ったところ

満場一致をもって原案どおり可決決定した。

第7号讃事務所の位置決定の件/

議長は原案として事務所を京都市下京区七条通高倉東材木町5 1 8番地に設

恒いたしたい旨を諮ったところ満場一致をもって原案どおり可決決定した

第8号議案　取引金融機関決定の件/

議長は・取引金融機関として⊂二二二二二==二コ, ⊆三二二一三千

三書芸‾致揃案と操足したo (∃
議長は,組合の総合指導機関である京都府中小企業団体中央会へ加入いたし

たい旨を諮ったところ満場一致をもって原案どおり可決決定した。
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i㊨㊨
第10号譲葉　役員報酬決定の件/

㊨㊨㊨
譲受は本船の役餓訓を初年度は1 1 2万円卵と服した噂を諮った

ところ満場一致をもって原案どおり可決決定した。

′第1工号議案設立当時の役員任期の件/

議長は・創立総会にふて選任される役只の任期は,中小企業等協融合法

弟3 6余勢2項の裁定に基づき一年以匝あるから・本日選任される役員の任

期は脚5 3年瑚3 1日までに離される通常総会の日迄と履しか旨を

:睦言芸窯業;た○
鞭は・本船の創立費は工0 0方円舶とし2卸の均等絢と服した

い旨を諮ったところ糊一致をもって原案とふ岬決決定した。

匪三塁霊事工人,を選任し樹理容,蹄の選任方法にっいて議場に詰ったところ議場から-「指名推寒の方革による

ペし」との発言がら虹よって議長はこの旨を議場に諮ったところ全員異献

1●賛成承諾した。

よって議長蝿考委員の人数並びにその軸方法を諮ったところ「議長一任」

の声があ。・全員がこれに賛成したので議長は選考委貝に下話の3名を指名

選考の練,下記の著が選考委員呼名推遷した役員の氏名である旨を議
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②②②②②
長から議場に諮ったところ,全員異議なくこれを当選者と可決決定した。

選考委負　」一一一‾「, 」一一一千.工三二三ヨ理事の図の
≡ 

監　　夢　」_一二]

なネ　当選者は全員昭和馬2年8月19日付で就任を承諾した。

議長は以上をもって議案全部の電話を終了した旨を述べ閉会を宣す時に午

後4時30分

本総会の議事の審議要領及びその篇束を明確ならしめるため,本議事優を

作成し議長並びに発起人は,次に記名押印する。

昭和52年8月19日

代表取締役　亡_一一三三ヨ

代表取締役　山

発起人

代表取締役

発起人

代表取締役

㊨

㊨

㊨
㊨
㊨



柚忽)請書

1●輩朋王ヨ」年中一　物口重

円也

証明書の数　通　　手数料

上記証明を申請・する
1昭和　　年　　月　　日

申請人

前号叉に名

資∵拒・氏

京都地方着務局

何良し公租叫碑中

上記のとおり証明する,

昭和　　年　　月　　日

古希地方溝幣原田辺出張所

登、記官可十㌧棚　番
‾-●●●輸.-●.-●--輸○○_臆







印鑑証 圃請書

…藷翳轡雌
商∴号

証明書の数　よ　通　　　手数料　　　　円也

上記証明を申請する

的和お年　才　月/⊥.同

本店又時緬看鞠為綴喜勧灘町槻膚刺鵜紗の安

善又輔車堰誓書告の)
資∴拒.氏名_-_基毒的締彼

京耕地方法務局
田辺出張所　　御中

上記　の　と　お　り　証明　す　る

・暗弧52錆8月1空言

京痕穀地方津野扇田把出張所

登講説官小　林　季

し

-

-

-

、



・96瀦鐙鞍㊨㊨㊨㊨妻∋ ㊨ ㊨
クリート協同組合

理事会招集手続は理事全貝の同意により省略する

開催の日時　　昭和52年8月1〇日午駿　4時40分

開催の場所　∴京都市下京区鳥丸通七条下ル京都タワーホテル

理事の数　　工　8　名

出席理事教　　1 8　名

議　　　長　　工_一一一一「

蒜互葦理事会開会を宜し韻のe

議　案　代表理事副理事長専務理事の選出の件

議長は只今選任された理事の互選で代表理事1名副理事長6名専務理婁1

名を選出したい旨を述べ,これを議場に諮ったところ全員協議との声があり

よって全員協議を行った結果・次のとおり代表理事副理事長事務理事が連出

され,いずれもその就任を承諾した。

平喜長、亡三三三ヨ・亡三三三ヨ,亡三三ヨ・亡≡三つ,

」_一二十,亡二二二二コ,

専務理事　工二_耳

議長は以上を.もって議案の審額を終了した旨を述べ閉会を宣す。

時に午後5時10分

本理事会の語草の審議要領並びにその結果を明確ならしめるため議長並

びに出席理事は次に寵名調印する。
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∵∴圏 ㊨
任　　　　　状

図

し京都府宇治市椋鳥町袷へ50番地の1

株式会社　坂　　井　　商　　店

代表取締役　坂　井　　利　　幸

・　上記の者を設立発起人代表と定め,下記の権限を委任します。

京都生コンクリート協同組合設立認可申請についての一切の権限

匂　脚52年8月Jd　日

組合住所　　　京都市下京区七条通高倉東材木町518番地

組音合名　　　京都生コンクリi-ト協同組合

設立発起人

・設立発海人

設立発起人

京都府綴喜郡田辺町大字大住小字池島5、5番地

京都大阪生コツクリ「ト株式会社

代表取締役　　久　貝　　好　　男

京都市左京区静高市原町7 07番地

洛北レミ　コン株式会社

代表取締役　井　辻・正

京都府綴喜郡八幡町大字八幡荘小字広門3亭霞地の4

和②¥


